
（書式４－１） 

会社が倒産した点について取締役が責任を認め、取締役個人の財産を提出させ

る旨確認する合意書 

 

合 意 書 

 

○○○○株式会社を甲、○○○○を乙として、甲乙は、以下のとおり合意する。 

 

（乙の責任） 

第１条 甲乙は、乙が甲の代表取締役であった平成○○年○○月から同○○年

○○月までの間、乙がなした○○○○との取引及び甲の会社財産の持ち

出しが甲の破産申立の原因となったこと、乙は甲に対しこれらの行為に

つき賠償責任があることを確認する。 

 

（損害賠償） 

第２条 乙は、前条の行為の結果、甲に対し合計金○○○○万円の損害を与え

たことを認める。 

 

（支払方法） 

第３条 乙は甲に対し、前条の損害金のうち金○○○万円については、その支

払に代えてその所有する別紙物件目録記載の各不動産（以下「本件各不

動産」という。）を平成○○年○○月○○日限り譲り渡す。 

尚、本件各不動産については、代物弁済を原因とする所有権移転登記

手続をなし、この手続費用は乙の負担とする。 

 

（支払方法） 

第４条 乙は、第２条の損害金の残金○○○万円を、以下のとおり２回に分割

して支払う。 
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第１回 平成○○年○○月○○日限り 金○○○万円 

第２回 平成○○年○○月○○日限り 金○○○万円 

 

（過怠約款） 

第５条 乙が前条の分割金支払を１回でも怠った時は、直ちに期限の利益を失

い、残金及びそれに対する年○分の遅延損害金を支払うものとする。 

 

（清算条項） 

第６条 甲乙は、本件に関し本合意書に定める他、相互に何らの債権債務のな

いことを確認する。 

 

以上のとおり合意したので、本合意書２通を作成し、甲乙各１通を所持する。 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

 

甲 ○○市○○町○○丁目○○番 

  ○○○○株式会社 

 ○○市○○町○○丁目○○番（事務所） 

  上記破産管財人 

   弁護士 ○○○○ 

 

 

 

乙 ○○市○○町○○丁目○○番 

 ○ ○ ○ ○ 
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物 件 目 録 

 

 

１ 所 在 

 

 地 番  

 

 地 目  

  

 地 積  

 

 

２ 所 在  

 

 家屋番号 

 

 種 類  

 

 構 造  

 

 床 面 積
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解説 

 

（第１条） 

 取締役は、会社から業務執行を委託された者として、善管注意義務（会社法

３３０条、民法第６４４条）、及び忠実義務（会社法３５５条）に基づき、適

切な業務執行を行うべき者であるが、不適切な業務執行により会社に損害を生

じた場合、会社は取締役に対して損害賠償請求権を有し（会社法４２３条）、

これは会社の破産申立後も会社の財産の一部をなす債権である。取締役との円

滑な合意形成のために、取締役の任務懈怠行為を明示しない方が望ましい場合

もある。 

 改正前商法のもとでは、任務懈怠があれば過失も当然に認められることにな

っていた。しかし、会社法においては、４２８条 1 項が「任務を怠ったこと」

と「責めに帰することができない事由によるものであること」とを区別してい

ることからも明らかなように、任務懈怠と過失とを別の要件としており、これ

は４２３条 1 項の責任についても同様である。 

 すなわち、会社法は、取締役等の責任については、違法性を「任務を怠った」

という文言で、無過失を「責めに帰することができない事由によるものである

こと」という文言で表現することにより、二元説を採用することを明らかにし

たといえる。したがって、取締役等は、任務懈怠があったとしても、過失がな

ければ４２３条１項の責任を負わないことになる。 

 競業取引をした場合には、それにより取締役等が得た利益の額は、会社に生

じた損害の額と推定される（会社法４２３条２項）。 

 また、利益相反取引をし、それにより会社に損害が生じた場合には、取締役

等について任務懈怠が推定される（会社法４２３条３項）。利益相反取引は、

会社の通常の取引行為に比べて、会社の利益を害する可能性の高い類型の行為

である。そこで、利益相反取引により会社に損害が生じた場合には、任務懈怠

行為があったものと推定し、その責任追及の対象となった取締役等の側におい

て、みずからに任務懈怠行為が存在しなかったことの立証責任を負わせること
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にしたものである（立証責任の転換）。 

 なお、４２３条３項には、４２３条２項と異なり、「違反して」という文言

はないから、取締役会（取締役会設置会社の場合）の承認を得てなされた取引

であっても、任務懈怠と評価されるかぎり、利益相反取引にかかる責任が生じ

うる。 

 

（第３条） 

 取締役から金銭の一部支払に代えて不動産の提供を受ける場合は、代物弁済

であることを明記する。 

 

（第４条、第５条） 

残金を分割払いする場合、一応ペナルティを定めておいた方がよい。 

 

（第６条） 

 取締役の合意書への調印、合意内容の履行を円滑に進めるため、合意書に記

載された以上の責任追及はしない旨を明示することが望ましい場合もあろう。 

 

（印 紙） 

 本件の文書には、印紙は不要である。 
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